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工事請負業者 現場代理人 各位 

神戸市建築住宅局住宅建設課長 

設備担当課長 

 

工事現場の安全管理の徹底について（通知） 

～工事定期監査における意見及び安全パトロールにおける指摘事項について～ 

 

各工事現場におかれましては、工事の安全管理、公衆・労働災害の防止について、平素より十

分ご配慮頂くとともに、市営住宅行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。 

しかしながら、本市において工事事故は発生し続け、今年度の SAS 登録を要する重大事故はす

でに昨年、一昨年の年間件数を超えている状況です。今後、これ以上事故を発生させないために、

下記のとおり、工事定期監査の意見及び安全パトロールにおける指摘事項を共有し、同様の事象

にご留意いただくとともに、各現場におかれましては、安全管理体制を再点検し、工事事故や労

働災害の防止活動の強化に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

記 

１．令和２年度第１期工事定期監査における意見 

〇クレーンの玉掛け作業の安全確保 

厚生労働省の「玉掛け作業の安全に係るガイドライ

ン」では，「クレーン等の作動中は直接つり荷及び玉

掛け用具に触れないこと」とされている。 

地切り時に玉掛け者が安全を確保できる状態でつ

り荷の状況を確認する場合や微調整を要するつり荷

の据付け時など，やむを得ない場合もあるが，荷降ろ

し時や移動時に，つり荷や玉掛け用具に直接手を触れ

た状態でクレーン操作の補助を行っていたもの。 

２．安全パトロールの指摘事項 

別紙１のとおり 

安全パトロールにおいて、人命にかかわる不安全行為（別紙２のとおり）を確認した場合は、

文書にて改善指示を行うとともに工事成績評定に反映することとなります。 

３．今年度の SAS登録を要する重大事故（令和２年８月31日現在） 

・型枠建込中に支保工から転落 

・ローリングタワーの梯子から降りる際、足を踏み外し転落 

・ヒューム管の荷降ろし時に転がり、挟まれ 

・ガソリンがこぼれ、ガス切断の火が引火し足を火傷 

 

＜担当＞建築係｜富本、多田、葭田｜TEL078(595)6524 

設備係｜藤谷、橋本、坪井｜TEL078(595)6532  



 別紙１  

住宅建設課による安全パトロールにおける指摘事項 

指摘内容 是正前 是正後 

足場妻面の幅木が未設置 

 

 

 

 

 

 

足場板の隙間が３cm 以上開い

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指摘内容 是正前 是正後 

足場に単管が突出 

⇒突出部をトラテープで養生 

  

足場支柱の未固定 

（防水工事のためジャッキア

ップし、作業後もそのままに

なっていた。） 

 

  

材料取り込み構台周辺の立ち

入り不要箇所に手摺等が未設

置 

  

工事用エレベーターの常時施

錠 

（駐輪場横の入居者が容易に

立ち入れる箇所であった） 

  

溶接作業エリアの立入防止措

置が取れていない 

（溶接作業時に火の粉の飛散

範囲に人が立ち入れる状態だ

った。） 

⇒カラーコーンによる区画 

   

その他：立馬にて作業中の作業員が安全帯を使用していなかった。 

 

  



 別紙２  

人命にかかわる不安全行為の例 

 

〇墜落・転落 

墜落制止用器具(安全帯)の未使用（未着用） 

足場開口部の墜落防止対策未処理 

不適正な手すり取り外し 

 

〇転倒・落下・飛来 

建設機械の目的外使用 

不適正な玉掛け作業（無資格、吊り方） 

吊荷下方の不安全行為 

上下作業 

 

〇埋没 

土留め未施工 

すかし掘り施工 

 

〇酸欠 

酸欠危険場所での無測定 

未換気作業 

無資格作業 

 

〇感電 

充電部の露出 

保護具の未着用 

 

〇はさまれ・巻き込まれ 

機械運転時・重量物移動時の周囲養生不備、未確認 

 

※〇は、主たる事故 

 

 




